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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

の
対
象
者
が
拡
大

　
個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、

前
々
年
分
、
あ
る
い
は
前
年
分
の
事

業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林

所
得
の
合
計
額
が
3
0
0
万
円
を
超

え
る
人
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
記
帳

と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
、
こ
れ
ら
の

所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
す
べ

て
の
人
（
所
得
税
の
申
告
の
必
要
が

な
い
人
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
平
成

　
年
1
月
か
ら
同
様
に
必
要
と
な
り

26ま
す
。

　
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
や

記
帳
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
■ＨＰ h

ttp
://w

w
w
.n
ta.g
o
.jp

）
を
参
照
。

■問 
成
田
税
務
署
（
緯
碓28 
5
1
5
1
）。

個
人
事
業
税
の
納
期
限

　
個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期

限
は
、　
月
2
日
俄
で
す
。
納
付
書

12

は
　
月
8
日
画
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

11
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
個
人
事
業
税
の
納
税
は
口

座
振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

■問 
佐
倉
県
税
事
務
所
（
緯
0
4
3
―

4
8
3
―
1
1
1
4
）。

（７）平成２５年（２０１３）１１月１日号

険
料
を
納
付
さ
れ
た
人
に
は
、
翌
年

の
2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
ご
本
人
の

社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
ご
家
族
あ
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
う
え
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
控
除
証
明
書
の
照
会
は
、
控
除
証

明
書
の
は
が
き
に
表
示
さ
れ
て
い
る

左
記
の
番
号
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■問 
【
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
】
0
5

7
0
―
0
7
0
―
1
1
7
（
平
成
　26

年
3
月
　
日
画
ま
で
）。

14

※
通
話
料
金
は
、
一
般
の
固
定
電
話

の
場
合
、
市
内
通
話
料
金
で
利
用
可
。

た
だ
し
、
携
帯
電
話
の
場
合
は
全
額

個
人
負
担
。

※
Ｉ
Ｐ
電
話
（
緯
0
3
―
6
7
0
0

―
1
1
3
0
）
通
話
料
金
は
、
全
額

個
人
負
担
。

怯
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
及
び
介
護
保

険
料
の
お
知
ら
せ

　「
平
成
　
年
中
に
納
め
た
国
民
健

25

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
及
び
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
」

を
来
年
1
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

平
成
　
年
　
月
分
か
ら
の

25

10

　
　
　
　
　
　
年
金
額
が
改
定

　
国
民
年
金
な
ど
の
額
は
、
物
価
の

上
昇
や
下
落
に
応
じ
て
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
す
。
平
成
　
年
　
月
に
法
律

24

11

改
正
が
行
わ
れ
、
現
役
世
代
の
将
来

の
年
金
額
の
確
保
に
つ
な
げ
、
世
代

間
の
公
平
を
図
る
た
め
に
、
平
成
　25

年
　
月
分
以
降
と
し
て
お
支
払
い
す

10
る
年
金
額
は
、
4
月
か
ら
9
月
ま
で

の
額
か
ら
1
・
0
％
引
き
下
げ
と
な

り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

　
改
定
後
の
年
金
に
つ
い
て
は
、
平

成
　
年
　
月
（
　
月
分
、　
月
分
）

25

12

10

11

か
ら
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

　
改
定
後
の
年
金
額
は
、
年
金
額
改

定
通
知
書
に
よ
り
　
月
　
日
支
払
い

12

13

の
と
き
に
、
年
金
振
込
通
知
書
と
一

体
と
な
っ
た
お
知
ら
せ
は
が
き
で
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
今
後
、
平
成
　
年
4
月
お
よ
び
平

26

成
　
年
4
月
に
段
階
的
に
引
き
下
げ

27
ら
れ
る
予
定
で
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

■問 
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
、
市
国
保
年

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
。

年
金
相
談
所
を
開
設

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
に

関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
関
す
る

こ
と
を
は
じ
め
、
年
金
請
求
手
続
き

や
加
入
記
録
の
確
認
、
そ
の
ほ
か
年

金
制
度
に
関
す
る
こ
と
な
ど
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■時 
　
月
　
日
牙
・
午
前
　
時
～
午
後

11

28

10

3
時
　
分
（
相
談
は
一
人
　
分
）。

15

30

■場 
市
役
所
　
会
議
室
。

25

■定 
8
人
。

■申 
　
月
　
日
我
ま
で
に
、
左
記
ま
で

11

13

（
先
着
順
）。

※
お
申
し
込
み
の
際
、
基
礎
年
金
番

号
の
分
か
る
も
の
を
お
手
元
に
ご
用

意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制

度
の
ご
相
談
や
申
請
は
、
市
国
保
年

金
課
お
よ
び
印
旛
支
所
・
本
埜
支
所

で
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
 （
緯
内
線
2
8
8
）。

住
生
活
総
合
調
査
に

　
　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
　
月
1
日
、
全
国
各
地
で
「
平
成

12
　
年
住
生
活
総
合
調
査
」
が
行
な
わ

25れ
ま
す
。

　
同
調
査
は
、
住
生
活
基
本
法
に
基

づ
く
住
生
活
の
安
定
・
向
上
に
係
る

総
合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
う
え
で

必
要
と
な
る
基
礎
資
料
を
得
る
た
め

に
、
居
住
環
境
を
含
め
た
住
生
活
全

般
に
関
す
る
実
態
や
居
住
者
の
意

向
・
満
足
度
な
ど
を
総
合
的
に
調
査

す
る
も
の
で
、
5
年
ご
と
に
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　
今
回
は
、　
月
に
実
施
さ
れ
た
住

10

宅
・
土
地
統
計
調
査
に
回
答
い
た
だ

い
た
世
帯
の
中
か
ら
一
部
を
抽
出
し
、

全
国
で
約
9
万
2
千
世
帯
を
対
象
に

行
い
ま
す
が
、
印
西
市
で
は
、
一
定

の
抽
出
方
法
に
よ
り
無
作
為
抽
出
し

た
約
　
世
帯
に
調
査
を
お
願
い
す
る

70

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
月
　
日
～
　
月
　
日
の
間
に
、

11

21

12

10

統
計
調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査
員
が
、

対
象
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調

査
を
お
願
い
す
る
世
帯
の
み
な
さ
ん

に
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
調
査
区
域
な
ど
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
案
内
し
て
い

ま
す
。

■問 
建
築
指
導
課
住
宅
班
。

各
種
申
告
用
の
資
料
を
送
付

　
～
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
～

怯
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
を
発
行

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お

よ
び
市
県
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全

額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
そ
の
年
の
1
月
1
日
～
　
月
12

　
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対

31象
で
す
。

　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
　
年
1
月
1
日

25

～
9
月
　
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

30

保
険
料
を
納
付
し
た
人
は
、「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
が
本
年
　
月
上
旬
に
日
本

11

年
金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
る
の

で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領

収
書
）
の
添
付
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、　
月
1
日
～
　
月
　
日
の

10

12

31

間
に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保

国
保
・
年
金

12月212月2日日俄俄はは国民健康保険国民健康保険税税・・
後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料・・介護保険料介護保険料のの

納期納期限限
　12月2日俄は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の第5期および介護保険料の第4期納期限です。納め
忘れのないようにお願いします。口座振替をご利用の人
は、残高不足のないようご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのままにせず下記窓口で納付相
談をしてください。
【保険税（料）が未納の場合】
　保険税（料）を未納のままにすると、各保険サービスを
利用する際に制限を受ける場合があります。
■問 【国民健康保険税について】国保年金課保険税班（緯内
線281～284）。
【後期高齢者医療保険料について】国保年金課高齢者医療
年金班（緯内線288・299）。
【介護保険料について】介護福祉課介護保険班（緯内線
277）。

税
金

　国税庁・国税局・税務署では、国や地方公
共団体の基礎となる「税」に対する理解を一
層深めていただくため、毎年11月11日から
17日までを「税を考える週間」と定めて、集
中した広報広聴施策を実施しています。
　今年のテーマは「税の役割と税務署の仕
事」として、全国統一キャンペーンを実施し
ます。
　その一環として、国税庁ホームページに国
税庁の取組や税務署の仕事などを紹介した
コンテンツを開設しています。
　また、自宅やオフィスのパソコンから国税
庁のホームページを通じて申告・納税できる
「国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利
用促進」に重点的に取り組んでいきます。
【問い合わせ先】　成田税務署緯碓28 5151
税に関する情報は国税庁ホームページへ　
■ＨＰ http://www.nta.go.jp/

11月11日～17日は「税を考える週間」
都
市

印
西
市
被
災
者
住
宅
再
建
資
金

利
子
補
給
金
制
度
を
継
続

　
市
で
は
県
と
と
も
に
、
東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
が
住
宅
再
建
の
た
め

に
一
定
額
の
資
金
を
金
融
機
関
か
ら

借
り
入
れ
た
場
合
、
そ
の
利
子
の
一

部
を
利
子
支
払
い
開
始
日
か
ら
5
年

間
補
給
す
る
補
助
金
制
度
の
運
用
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
同
制
度
は
、
現

在
も
継
続
し
て
い
る
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
建
物
や

申
込
者
に
つ
い
て
は
条
件
が
あ
り
、

ま
た
申
込
み
や
融
資
実
行
に
期
限
が

あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■問 
建
築
指
導
課
住
宅
班
（
緯
内
線
7

7
6
）。

胸平成25年度改定後の年金額表胸
年金額（年）種　　類区　分

778,500円老齢基礎年金

国民年金

973,100円障害基礎年金（1級）
778,500円障害基礎年金（2級）
1,002,500円遺族基礎年金（子1人）
778,500円遺族基礎年金・基本額
224,000円遺族基礎年金・加算額
973,100円障害年金（1級）
778,500円障害年金（2級）

※障害・遺族基礎年金は、お子さん1人につき224,000円が加算されます。

こ
の
は
が
き
に
は
平
成
　
年
1
月
～

25

　
月
末
ま
で
に
納
付
し
た
金
額
が
記

12載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
年
末
調
整
を
行
う
人
は
、

各
課
窓
口
で
随
時
発
行
し
ま
す
の
で

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

人
は
、
1
月
下
旬
に
送
付
予
定
の
公

的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内
線

2
8
1
～
2
8
4
）、
国
保
年
金
課

高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内
線
2
8

8
・
2
9
9
）、
介
護
福
祉
課
介
護
保

険
班
（
緯
内
線
2
7
7
）。

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
は

　
　
　
　
期
限
ま
で
に
提
出
を

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る

年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の

課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
（
障
害
年

金
・
遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
）。
　
課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
は
、
毎

年
　
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構

11
か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
提
出
期
限
で
あ
る
　11

月
　
日
画
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

29
い
。

■対 
　
歳
未
満
（
年
金
額
が
1
0
8
万

65
円
以
上
）、　
歳
以
上
（
年
金
額
が
1

65

5
8
万
円
以
上
）。

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に
受

け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。
も

し
提
出
を
忘
れ
る
と
各
種
控
除
が
受

け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税

額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
人
は
確

定
申
告
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

■問 
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5
7

0
―
0
5
―
1
1
6
5
）、
市
国
保

年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内

線
2
8
8
・
2
8
9
）。


